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お知らせ
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
無
料
相
談
会
開
催

お知らせ
　

住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
に
つ
い

て
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

み
な
さ
ん
が
、
日
ご
ろ
疑
問
に

思
っ
て
い
る
木
造
住
宅
・
マ
ン

シ
ョ
ン
や
そ
れ
以
外
の
建
築
物
の

耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
た
め
、
無
料
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
建
築
物
の
専
門

家
が
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
是

非
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

相
談
日
（
毎
月
第
4
金
曜
日
）

地
区　

宮
城
県
内

場
所　

藤
崎
一
番
町
館
6
階

　
　
　

（
行
政
困
り
ご
と
相
談
所
）

住
所

　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
３

−

４

−

１

時
間　

13
時
00
分
～
18
時
00
分

　
　
　

受
付
は
17
時
ま
で

平
成
21
年

　

４
月
24
日　

5
月
22
日

　

6
月
26
日　

7
月
24
日

　

8
月
28
日　

9
月
25
日

　

10
月
23
日　

11
月
27
日

　

12
月
25
日

平
成
22
年

　

1
月
22
日　

2
月
26
日

　

3
月
26
日

※
右
記
の
ほ
か
に
、（
社
）
宮
城

県
建
築
士
事
務
所
協
会
に
常
時

相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

宮
城
県
が
委
託
し
て
実
施
し
て

い
る
無
料
相
談
で
す
。

相
談
日
時

　

月
曜
日
～
金
曜
日
、
9
時
00
分

～
17
時
00
分
ま
で
（
土
曜
日
曜
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

連
絡
先

　

宮
城
県
建
築
士
事
務
所
協
会
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−
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公
立
刈
田
綜
合
病
院

「
看
護
師
修
学
資
金
貸
付
」募
集

申
し
込
み
資
格

⑴
看
護
学
校
（
准
看
護
師
養
成
学

校
は
除
く
）
に
在
学
し
て
い
る

看
護
学
生
の
方

⑵
看
護
学
校
卒
業
後
、
看
護
師
と

し
て
当
院
に
勤
務
す
る
意
思
を

有
す
る
方

募
集
人
数　

10
名

貸
付
金
額　

月
額
５
万
円

※
貸
付
期
間
に
１
年
を
加
え
た
期

間
、
当
院
に
勤
務
し
た
場
合
は
、

返
還
を
免
除
し
ま
す
。
例
え
ば
、

２
年
間
貸
し
付
け
を
受
け
た
場

合
、
看
護
師
と
し
て
３
年
間
勤

務
す
れ
ば
、
返
還
を
免
除
し
ま

す
。

貸
付
期
間
（
最
長
２
年
間
）

・
５
年
制
看
護
学
校　

４
～
５
年
目

・
３
年
制
看
護
学
校　

２
～
３
年
目

・
２
年
制
看
護
学
校　

１
～
２
年
目

申
し
込
み
方
法

　

当
院
所
定
の
修
学
資
金
貸
付
申

請
書
と
学
校
長（
施
設
長
）の
推
薦

書
の
ほ
か
、
履
歴
書
、
戸
籍
謄
本
、

在
学
証
明
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
な
ど
は
、
当
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

申
込
締
切
日　

５
月
29
日（
金
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
、
8
時

30
分
～
17
時
15
分

　

郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

同
病
院
総
務
課

　

☎
２
５

−

２
１
４
５（
内
線
２
４
０
５
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ
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中
小
企
業
振
興
資
金
・
観
光
施

設
整
備
等
資
金
貸
付
金
が
、

本
年
度
に
限
り
全
額
利
子
補
給

　

七
ヶ
宿
町
緊
急
雇
用
経
済
対
策

の
一
環
と
し
て
、
現
在
ご
利
用
に

な
っ
て
い
る
町
の
制
度
資
金
「
中

小
企
業
振
興
資
金
」
と
「
観
光
施

設
整
備
等
資
金
」
の
利
子
補
給
を

受
け
て
い
る
資
金
及
び
、
こ
れ
か

ら
借
受
す
る
こ
れ
ら
の
資
金
に
つ

い
て
、
今
年
度
に
限
り
、
全
額
利

子
補
給
を
行
い
ま
す
。
事
業
の
運

住
宅
入
居
者
募
集

　

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

⑴
定
住
促
進
住
宅　

２
戸

名
称　

瀬
見
原
定
住
促
進
住
宅

　
　
　

５
号
棟
・
６
号
棟

所
在
地　

瀬
見
原
69
番
地

室
数
お
よ
び
仕
様

　

６
畳
２
間
、
４
畳
半
１
間

家
賃　

１
３
，０
０
０
円（
共
益
費
不
用
）

敷
金　

家
賃
の
３
ヵ
月
分

入
居
資
格

①
入
居
決
定
後
、
本
町
に
住
民
登

録
を
お
こ
な
い
居
住
す
る
こ
と
。

②
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
。

③
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑵
特
定
公
共
賃
貸
住
宅　

１
戸

名
称　

湯
原
Ｂ
棟

所
在
地

　

東
口
道
上
21

−

１（
国
道
１
１
３
号
線
側
）

室
数
お
よ
び
仕
様

　

８
畳
和
室
１
間
、
６
畳
洋
室
２

間
（
２
階
建
）、
車
庫
付
、
台
所
、

バ
ス
、
ト
イ
レ
、
町
景
観
条
例
仕

様
デ
ザ
イ
ン
、
ま
き
ス
ト
ー
ブ
に

よ
る
暖
房
シ
ス
テ
ム

家
賃　

所
得
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

敷
金　

家
賃
の
３
ヵ
月
分

入
居
資
格

①
同
居
親
族
が
い
る
方
は
、
前
年

の
所
得
金
額
が
月
額
15
万
８
千

円
を
越
え
48
万
７
千
円
以
下
の

方
。
同
居
親
族
が
い
な
い
方
は
、

50
歳
未
満
で
前
年
の
所
得
金
額

が
月
額
15
万
８
千
円
を
超
え

48
万
７
千
円
以
下
の
方
。

②
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
、
ま

た
は
有
す
る
こ
と
と
な
る
方

③
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必

要
と
す
る
方
（
転
貸
目
的
、
セ

カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
と
し
て
の
利
用

は
不
可
）

④
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
。

⑤
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

入
居
者
の
選
考
方
法

　

申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
公
正

な
る
抽
選
と
な
り
ま
す
。

両
住
宅
の
申
込
方
法

　

平
成
21
年
５
月
１
日
（
金
）
～

20
日
（
水
）
ま
で
入
居
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
入
居
す
る

方
全
員
の
平
成
20
年
分
の
源
泉
徴

収
票
を
添
付
の
う
え
、
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

入
居
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課

　

☎
３
７

−

２
１
１
５

平
成
21
年
度　

国
家
公
務
員
採
用

Ⅲ
種（
税
務
）試
験
の
お
知
ら
せ

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

税
務
職
員
は
、
国
の
財
政
を
支

え
る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
国
税

局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
調
査
・

検
査
や
指
導
な
ど
を
行
う
税
務
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。

受
験
資
格

　

昭
和
63
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

4
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

受
験
申
込
受
付
期
間

　

平
成
21
年
6
月
23
日
（
火
）
か

ら
6
月
30
日
（
火
）
ま
で

受
験
申
込
書
の
請
求

　

最
寄
り
の
税
務
署
か
仙
台
国
税

局
人
事
第
二
課
又
は
人
事
院
東
北

事
務
局

※
受
験
申
込
書
の
配
布
は
、
5
月

転
資
金
や
設
備
投
資
を
お
考
え
の

方
は
是
非
こ
の
機
会
に
ご
利
用
下

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
七
ヶ
宿
町
産
業
振

興
課
ま
た
は
、
七
ヶ
宿
町
商
工
会

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

七
ヶ
宿
町
産
業
振
興
課

　

☎
３
７

−

２
１
７
７

　

七
ヶ
宿
町
商
工
会

　

☎
３
７

−

２
６
２
９

11
日
（
月
）
か
ら
行
い
ま
す
。

受
験
申
込
書
の
提
出
先
（
郵
送
）

　

人
事
院
東
北
事
務
局　

第
二
課
試
験
係

　

〒
９
８
９

−

０
０
１
４

　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
3

−

2

−

23

試
験
日
及
び
試
験
種
目

第
1
次
試
験
（
教
養
試
験
・
適
性

試
験
・
作
文
試
験
）

　

平
成
21
年
9
月
6
日
（
日
）

第
２
次
試
験
（
人
物
試
験
・
身
体

検
査
）

　

平
成
21
年
10
月
15
日
（
木
）
か

ら
10
月
22
日
（
木
）
の
い
ず
れ
か

指
定
す
る
日

お
問
い
合
わ
せ
先

　

人
事
院
東
北
事
務
局

　

☎
０
２
２

−

２
２
１

−

２
０
２
２

　

又
は
、

　

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

　

☎
０
２
２

−

２
６
３

−

１
１
１
１
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６


